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おお
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知知
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のおお
ららせせ
知知子

ど
も
・
教
育

子
ど
も
・
教
育

福 
　祉

福 
　祉

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　

今
春
、小
学
校
に
入
学
す
る

お
子
さ
ん（
平
成
24
年
４
月
２

日
～
平
成
25
年
４
月
１
日
生
ま

れ
）お
よ
び
、中
学
校
に
入
学
す

る
お
子
さ
ん（
平
成
18
年
４
月

２
日
～
平
成
19
年
４
月
１
日
生

ま
れ
）の
保
護
者
に
、「
入
学
通

知
書
」を
郵
送
し
ま
し
た
。

　

ま
だ
届
い
て
い
な
い
方
や
、

転
居
な
ど
に
よ
り
入
学
校
が
変

わ
る
方
、そ
の
他
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

□問　
教
育
総
務
課

　
（
内
線
５
０
１
８
）

　
就
学
上
必
要
と
な
る
経
費
の

支
払
い
が
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
困
難
な
世
帯
の
保
護
者
に
対

し
、新
入
学
準
備
金
を
入
学
前

に
支
給
し
ま
す
。（
小
学
校
新
１

年
生　
４
０
、６
０
０
円
、中
学

校
新
１
年
生　

４
７
、４
０
０

円
）

　
申
請
に
関
す
る
案
内
お
よ
び

申
請
書
は
、入
学
通
知
書
に
同

封
し
送
付
し
て
い
ま
す
。

対
象　
次
の
条
件
に
す
べ
て
該

当
す
る
世
帯

 

・ 

平
成
31
年
２
月
１
日（
金
）現

在
、市
に
住
所
を
有
す
る
方

 

・ 

市
立
小
学
校
ま
た
は
中
学
校

に
入
学
予
定
の
方

 

・ 

市
の
就
学
援
助
制
度
の
認
定

基
準
で
準
要
保
護
に
該
当
す

る
方

申
込
方
法　
申
請
書
を
、教
育

総
務
課
ま
た
は
入
学
予
定
の

小
学
校
、在
学
中
の
小
学
校

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
１
月
31
日（
木
）

□申・□問  

教
育
総
務
課

　
（
内
線
５
０
１
７
）

　
各
小・中
学
校

　

徘は
い
か
い徊
高
齢
者
な
ど
の
疑
い
が

あ
る
方
が
早
く
自
宅
に
戻
る
こ

と
を
目
的
に
登
録
と
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
ラ
ベ
ル
ま
た
は
ワ
ッ
ペ
ン
を
配

付
し
て
い
ま
す
。身
元
の
確
認
が

早
急
に
行
え
ま
す
の
で
、事
前
登

録
を
す
る
場
合
は
、問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
３
７
）

　
「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」は
、内
部

障
害
や
難
病
な
ど
、外
見
か
ら

は
分
か
り
に
く
い
困
難
を
抱
え

る
方
へ
の
援
助
や
配
慮
を
促
す

ス
ト
ラ
ッ
プ
で
す
。

配
布
窓
口　
・障
害
福
祉
課・各

総
合
支
所
保
健
福
祉
課・
各

支
所

※
障
害
者
手
帳
等
の
提
示
は
不

要
で
す
。

□問　
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
３
）

①
平
成
31・
32
年
度
建
設
工
事

ま
た
は
測
量・
建
設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
入
札
参

加
資
格
申
請（
本
登
録
）

※
登
録
済
み
の
方
も
、３
月
31

日（
日
）で
有
効
期
限
が
切
れ

る
た
め
、新
た
に
手
続
き
が

必
要
で
す
。

②
平
成
31
年
度
物
品
購
入・
役

務
提
供
の
入
札
参
加
資
格
申

請（
補
充
登
録
）

③
平
成
31
年
度
小
規
模
契
約

（
履
行
が
容
易
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
、予
定
価
格
が

50
万
円
未
満
の
小
規
模
な
修

繕
な
ど
）希
望
者
登
録
申
請

（
補
充
登
録
）

※
②・③
に
つ
い
て
登
録
済
み
の

方
は
、今
回
申
請
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
付
期
間　

２
月
１
日（
金
）

～
15
日（
金
）〔
必
着
〕

申
込
方
法　
郵
送
の
み
受
け
付

け
ま
す
。書
留
等
到
着
日
時

が
確
認
で
き
る
方
法
と
し
て

く
だ
さ
い
。

各
申
請
要
領
等
配
布
場
所

 

・ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

・ 

市
役
所
４
階
閲
覧
室

 

・ 

各
総
合
支
所

※
各
申
請
書
類
等
が
配
達
さ
れ

た
か
確
認
す
る
場
合
に
は
、

送
付
を
依
頼
し
た
会
社
へ
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）管
財
課

☎
２
３－

６
６
１
１ 

　
２
３－

６
６
１
２

　
４
月
１
日
か
ら
働
き
方
改
革

関
連
法
が
順
次
施
行
さ
れ
ま
す
。

①
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
が

導
入
さ
れ
ま
す
！

　

時
間
外
労
働
の
上
限
は
、

月
45
時
間
、年
３
６
０
時
間

を
原
則
と
し
、臨
時
的
な
特

別
な
事
情
が
あ
る
場
合
で
も

年
７
２
０
時
間
、単
月
１
０
０

時
間
未
満（
休
日
労
働
含
む
）、

複
数
月
平
均
80
時
間（
休
日

労
働
含
む
）を
限
度
に
設
定

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②
年
次
有
給
休
暇
の
確
実
な
取

得
が
必
要
で
す
！

　

使
用
者
は
、10
日
以
上
の

年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ

る
全
て
の
労
働
者
に
対
し
、

毎
年
５
日
、時
季
を
指
定
し

て
有
給
休
暇
を
与
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

③
正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規

雇
用
労
働
者
の
間
の
不
合
理

な
待
遇
差
が
禁
止
さ
れ
ま

す
！

　

同
一
企
業
内
に
お
い
て
、

正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規

雇
用
労
働
者（
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
、有
期
雇
用
労
働

者
、派
遣
労
働
者
）の
間
で
、

基
本
給
や
賞
与
な
ど
の
個
々

の
待
遇
ご
と
に
不
合
理
な
待

遇
差
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

□問　
①
ま
た
は
②
に
つ
い
て
は

石
巻
労
働
基
準
監
督
署

☎
２
２－

３
３
６
５

③
に
つ
い
て
は
宮
城
労
働
局

雇
用
環
境・均
等
室

　
☎
０
２
２－

２
９
９－

８
８
４
４

　
市
商
工
課（
内
線
３
５
２
４
）

　

経
営
移
譲
年
金
の
受
給
者

が
、農
業
を
再
開
し
た
場
合（
農

地
取
得
、返
還
を
受
け
た
場
合

や
農
地
所
有
適
格
法
人
の
組
合

員
、社
員
ま
た
は
株
主
に
な
っ

た
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
）は
支

給
停
止
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、後
継
者
に
貸
し
付
け

し
て
経
営
移
譲
し
た
農
地
の
返

還
を
受
け
た
場
合
は
、農
業
の

再
開
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
支

給
停
止
に
な
り
ま
す
。

　

支
給
停
止
の
判
断
は
、受
給

者
一
人
一
人
の
経
営
移
譲
の
内

容
と
農
地
の
移
動
事
由
な
ど
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
転
用・売
却・買
収
な
ど
農
地

を
移
動
す
る
予
定
の
あ
る
方
は

事
前
に
農
業
委
員
会
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

□問 　
農
業
委
員
会

　
☎
６
２－

４
８
２
６

　

20
歳
に
な
る
と
、国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

 

・ 

20
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
月

の
前
月
末
日
頃
に
、日
本
年

金
機
構
か
ら「
国
民
年
金
被

保
険
者
資
格
取
得
届
書
」が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、届
け

出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

・ 

保
険
料
の
納
付
は
、金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
の
ほ
か
、口

座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
も
で
き
ま
す
。

 

・ 

学
生
の
方
や
、納
付
が
困
難

な
方
は
学
生
納
付
特
例
や
免

除
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

・ 「
年
金
手
帳
」は
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

 

・ 

就
職
し
て
厚
生
年
金
や
共
済

　

組
合
に
加
入
し
て
い
る
方

や
、そ
の
方
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
は
改
め
て
届
け
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□申・□問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
５
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

　
石
巻
年
金
事
務
所

　
☎
２
２－

５
１
１
７

届
き
ま
し
た
か
？

入
学
通
知
書

新
小・中
学
校
１
年
生
対
象
の

新
入
学
準
備
金
の
ご
案
内

徘
徊
高
齢
者
な
ど
の

事
前
登
録
を
お
願
い
し
ま
す

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

働
き
方
が
変
わ
り
ま
す
�

農
業
者
年
金
経
営
移
譲
年
金
を

受
給
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

20
歳
を
迎
え
る
方
へ

国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら
せ

「
業
者
登
録
」の
お
知
ら
せ

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を

配
布
し
て
い
ま
す

１月26日（土）から「新門脇地区」（門脇町二丁目～五丁目）の一部で住所が変わります
　新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分の公告に伴い、町の区域が変更となります。
　これにより、住居表示の街区番号等の変更を行いますので、区域内の一部において住所が変更となります。
　該当する方へは１週間前までに、新住所をお知らせする「通知書」を送付しますので、変更日以降は新し
い住所をお使いください。
　住所変更の手続きが法律で定められているものなどは、それぞれ本人の手続きが必要です。
　「通知書」に同封する「住所変更の手続きについて」を参照してください。

□問　住所変更について　　　地域協働課（内線4239）
　　区画整理事業について　区画整理課（内線5589）

ヘルプマーク
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お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

空間放射線量の測定結果� （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校� （敷地） 0.0６～0.10 11/2～11/27

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園� （敷地） 0.04～0.09 11/1～11/27

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.0５～0.09 11/1～11/27

牡鹿地区集落 0.06～0.13 11/2～11/20

防災「合言葉」受賞作品防災「合言葉」受賞作品
佳

　
　作

応
職員
縁
全国からの全国からの

「住まいの復興給付金」申請相談会

と　　き ところ
１月20日（日）

午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前
２月15日（金）

と　　き ところ
１月20日（日）

午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前
２月15日（金）

□問�　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　☎ 0120-250-460（通話無料）　午前 9時～午後 5時（土日・祝日を除く）
　　市生活再建支援課（内線 3953）

　東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所有者が、平成26年４月の消
費税率８％引き上げ以降に、住宅を建築・購入、または補修（工事費が税抜100
万円以上）し、その後居住する場合に、消費税増税分相当（建築・購入の場合、最
大90万円）の給付が受けられる制度です。
※申請は、住宅の引渡日から１年以内にしてください。
　（平成33年12月31日までに引き渡された住宅が対象）
※次の場合は申請対象外です。
被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／
消費税率５％で建築・購入、あるいは補修を行っている場合

相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認
など

　　　　　※会場では申請書の提出はできません。

　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）は、震災により被害を受けた方が、
住宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初５年間の金利
０％）について、相談会を行っています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

「災害復興住宅融資」無料相談会

□申� ・□問�　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（通話無料）　午前9時～午後5時（祝日を除く）
　　□問�　市生活再建支援課（内線 3953）

要電話予約
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区

域
法
に
よ
り
特
例
の
適
用
と
な

る
事
業（
業
種
）に
該
当
す
る
場

合
は
、固
定
資
産
税
等
が
課
税

免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象

 

・ 

石
巻
ま
ち
な
か
再
生
特
区

 

・ 

愛
ラ
ン
ド
特
区

 

・ 

民
間
投
資
促
進
特
区

（
も
の
づ
く
り
産
業
版・Ｉ
Ｔ

産
業
版・農
業
版
）

※
課
税
免
除
期
間
は
、５
年
間

申
請
期
限　
１
月
31
日（
木
）

※
申
請
す
る
場
合
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□問�　
資
産
税
課

　
（
内
線
３
１
１
９
）

　
り
災
証
明
書
が
半
壊
以
上
で

住
宅
再
建（
建
設・購
入
、補
修
）

を
し
た
、ま
た
は
、予
定
し
て
い

る
世
帯
で
、加
算
支
援
金
以
外

の
補
助
金
を
申
請
し
て
い
な
い

世
帯
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
補
助
制
度

 
・ 

住
宅
再
建
事
業
補
助
金

 
・ 
危
険
住
宅
移
転
事
業
補
助
金

 

・ 
津
波
浸
水
区
域
被
災
住
宅
小

規
模
補
修
補
助
金（
要
事
前

相
談
※
半
壊
を
除
く
）

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
４
７
６
７
）

　
加
算
支
援
金
の
未
申
請
世
帯

に
、調
査
票
を
送
付
し
て
い
ま

す
。

申
請
期
限　
４
月
10
日（
水
）

支
給
対
象　
り
災
証
明
書
が
大

規
模
半
壊
以
上
で
住
宅
再
建

（
建
設・
購
入
、補
修
、賃
借
）

の
契
約
が
済
ん
で
い
る
世
帯

※
賃
借
に
関
し
て
は
公
営
住
宅

を
除
く
。

※
申
請
、受
給
済
み
の
世
帯
の

方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
５
５
）

　
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
か
ら
引

っ
越
し
を
す
る
と
き
は
、仮
設

住
宅
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎

９
２－

５
９
０
１
）に
連
絡
し
、

退
去
立
ち
会
い（
物
品
チ
ェ
ッ

ク
な
ど
）を
受
け
、返
還
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
住
宅
再
建
済
み
の
方
や
復
興

公
営
住
宅
そ
の
他
の
賃
貸
住
宅

な
ど
へ
転
居
し
た
方
が
、仮
設

住
宅
返
還
届
を
提
出
せ
ず
に
不

正
に
利
用
し
続
け
る
こ
と
は
入

居
契
約
違
反
と
な
り
、仮
設
住

宅
返
還
請
求
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

な
お
、雄
勝
、北
上
、牡
鹿
地

区
の
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
に
つ

い
て
は
、各
総
合
支
所
保
健
福

祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

□申�・□問�　
生
活
再
建
支
援
課

　
（
内
線
３
９
６
６
）

　
震
災
で
住
居
な
ど
を
移
転
再

建
す
る
方
の
負
担
軽
減
の
た

め
、特
例
措
置
と
し
て
加
入
金

を
免
除
し
て
い
ま
す
。

対
象　
給
水
区
域
内（
石
巻
市・

東
松
島
市
内
）に
お
い
て
、震

災
に
よ
り
住
居
な
ど
が
被
災

し
た
方
で
、移
転
再
建
す
る

際
に
、新
た
な
給
水
装
置
を

設
置
す
る
と
同
時
に
被
災
し

た
場
所
の
給
水
装
置
の
廃
止

手
続
き
を
す
る
方

※
建
売
住
宅
や
中
古
住
宅
な
ど
、

加
入
手
続
済
み
の
物
件
を
ご

購
入
の
場
合
は
、免
除
の
対
象

外
で
す
。

免
除
期
限　
平
成
33
年
３
月
31

日
□問�　
石
巻
地
方
広
域
水
道
企
業

団
給
水
課

　
☎
９
５－
６
７
０
７

　

確
定
申
告
期
間
、石
巻
税
務

署
の
隣
に
特
設
会
場
を
設
置

し
、申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。開

設
期
間
前
後
は
、少
な
い
職
員

で
の
対
応
と
な
り
、長
時
間
お

待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、開
設
期
間
中
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

開
設
期
間　

２
月
18
日（
月
）

～
３
月
15
日（
金
）

　
※
土
日・祝
日
を
除
く

受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後

４
時

※
混
雑
状
況
に
よ
り
、早
め
に

相
談
受
付
を
終
了
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」で
は
、自
動
計
算
に
よ

り
確
定
申
告
書
を
作
成
で
き

ま
す
。郵
送
な
ど
で
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

□申�・□問�　
〒
９
８
６－

０
８
２
７

千
石
町
２－

35

石
巻
税
務
署

☎
２
２－

４
１
５
１

　
昨
年
中
に
家
屋
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方
は

「
家
屋
滅
失
届
」と「
解
体
証
明

書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
し
な
い
場
合
、平
成
31

年
度
の
固
定
資
産
税
が
課
税
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□問�　
資
産
税
課

　
（
内
線
３
１
１
５
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

今
年
１
月
１
日（
火・
祝
）現

在
、償
却
資
産
を
お
持
ち
の
方

は
、申
告
が
必
要
で
す
。

と
き　
１
月
４
日（
金
）～
31
日

（
木
）

申
告
方
法　
申
告
書
を
持
参
し

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
が
届
い
て
な
い
方

や
、昨
年
中
に
事
業
を
始
め

た
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
申
告
期
間
の
後
半
は
大
変
込

み
合
い
ま
す
の
で
、早
め
に

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

□申�・□問�　
資
産
税
課

　
（
内
線
３
１
１
９
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

山下中学校１年 鈴
すず

木
き

　遥
はる

斗
と

石巻市で被災されたとする死者数および行方不明者数　　※平成30年11月末現在

直接死 3,277人　関連死 275人　行方不明者 420人
※直接死とは　津波や家屋倒壊等が原因で亡くなった方
※関連死とは　直接死以外でこの震災が原因で亡くなり、災害弔慰金支給審査会

等で認定された方

１
月
11
日（
金
）午
後
３
時
ご
ろ

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・
23

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
市
内
に
お
い

て
放
射
線
量
の
測
定
を
行
っ
た

結
果
、
測
定
地
点
の
全
て
で
、

健
康
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な

数
値
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

復
興
特
区
法
に
よ
る

固
定
資
産
税
等
の
課
税
免
除

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

震
災
移
転
再
建
時
に
水
道

加
入
金
が
免
除
さ
れ
ま
す

確
定
申
告
相
談

特
設
会
場
で
行
い
ま
す

プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅

退
去
時
は
返
還
手
続
き
を

住
宅
再
建
に
係
る

補
助
金
の
相
談

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡

易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

□問�　
環
境
課
（
内
線
３
３
６
６
）

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

空
間
放
射
線
量

11
月
の
測
定
結
果

若
い
力
で
復
興
へ
前
進

　

平
成
28
年
４
月
か
ら
、
下
水
道

の
災
害
復
旧
や
、
管
新
設
工
事
の

設
計
、
工
事
監
督
業
務
を
担
当
し

て
い
ま
す
。
最
初
は
主
と
し
て
中

心
市
街
地
で
行
い
ま
し
た
が
、
今

は
牡
鹿
地
区
な
ど
半
島
部
で
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。

　

下
水
道
は
、
電
気
、
上
水
道
と

並
ん
で
生
活
に
欠
か
せ
な
い
大
切

な
イ
ン
フ
ラ
で
す
の
で
、
復
興
に

遅
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
と
心
掛

け
る
毎
日
で
す
。

　

松
本
市
で
は
道
路
建
設
の
仕
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
下
水
道
の
仕

事
は
初
め
て
で
す
し
、
ま
だ
20
代

で
行
政
マ
ン
と
し
て
の
経
験
も
不

足
し
て
い
ま
し
た
が
、
石
巻
市
の

職
員
の
皆
さ
ん
の
温
か
く
熱
心
な

指
導
で
、
一
生
懸
命
に
業
務
を
覚

え
ま
し
た
。

　

石
巻
で
は
多
く
の
人
た
ち
と
出

会
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
若
い

力
で
頑
張
り
ま
す
。
ず
っ
と
石
巻

の
復
興
を
支
え
、
応
援
し
て
い
き

た
い
で
す
。

下水道建設課

永
なが
田
た
　和

かず
典
のり
 さん（28）

長野県松本市から派遣

家じゃないよ
　家族と会えるの　高い場所

家
屋
滅
失
届
の
提
出
は

お
早
め
に

償
却
資
産
申
告
の
お
願
い
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至　南三陸町

（
県
道
４
号
）

（県道36号）

（県道15号）

（県道237号）

（県道29号）

（国
道3
46
号）

（
県
道
21
号
）

（
県
道
23
0号
）

（
県
道
25
7号
）

（
県
道
61
号
）

（県道61号）

（
県
道
21
号
）

（県道21号
）

（国道108号）

（
県
道
29号

）

（
県
道
257号

）

（県
道3
0号
）

至　登米市登米町

至　登米市迫町

至　栗原市

至　大崎市

至　石巻市

神取橋

登米 IC

桃生津山 IC

桃生豊里 IC

三
 陸

 道

和渕

崑岳

陸前豊
里

御岳堂

前谷地
河南総合支所河南総合支所

○桃生総合支所

文 文

文

文

文
文

文

○○

○豊里総合支所○豊里総合支所

及川橋

長泥橋
ニツ屋橋

十五貫橋
五十鈴橋

豊里大橋Ｊ
Ｒ
気
仙
沼
線

江合川→

旧
迫
川
→

迫
川
→

←旧
北上
川

募
集
・
案
内

募
集
・
案
内

消防団出初式のお知らせ

□問　防災推進課（内線4176）

地　　　区 と　　　　き と　こ　ろ 放　　水 サイレン

石巻地区団 ３日（木） 午前9時 石巻小学校
石巻中央公民館（式典） 門脇町一丁目川岸 無

河南地区団 ３日（木） 午前9時30分 遊楽館 無 有午前8時

桃生地区団 ３日（木） 午前10時 桃生公民館 桃生総合支所駐車場 有午前8時

北上地区団 ４日（金） 午前10時30分 北上中学校 無 無

牡鹿地区団 ５日（土） 午前9時30分 牡鹿中学校 無 有午前8時

河北地区団 ６日（日） 午前10時 河北総合センター
「ビッグバン」 北上川河川敷 無

雄勝地区団 13日（日） 午前10時 旧雄勝小中学校 無 無

　年頭にあたり、消防人の決意を新たにするとともに、市民の防火意識の高揚を図るため出初式を実施します。
　なお、当日サイレンを吹鳴いたしますが、本当の災害と間違われないようご注意ください。

　豊里大橋橋梁耐震補強工事に伴い、１月中旬から約２年間（予定）、終日（昼夜連続）長さ350ｍ　片側交互通
行・幅員2.5ｍを超える大型特車通行止となります。通過には時間がかかりますので、急ぎの方は、三陸道など
のまわり道へのご協力をお願いします。
□問　県東部土木事務所登米地域事務所
　　道路管理班　☎0220-22-2716

河南米山線 豊里大橋橋梁耐震補強工事に伴う 終日片側交互通行のお知らせ

豊里大橋  長さ350m
終日（昼夜連続）　片側交互通行
幅員2.5ｍを超える大型特車通行止

ス
プ
ラ
ン
の
公
開
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
、創
業
事
業
者

の
展
示
紹
介

講
演　
新
規
事
業
の
軌
道
の
乗

せ
方

講
師　
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
ウ
ェ
ブ
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ（
株
）　

代
表
取
締
役
副
社
長

　
高
畑 

哲
平

□問　
産
業
推
進
課

　
（
内
線
３
５
４
５
）

　

心
理
学・
福
祉・
経
済・
歴
史

な
ど
約
３
０
０
の
幅
広
い
授
業

科
目
の
中
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

申
込
方
法　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

第
１
回　
２
月
28
日（
木
）

第
２
回　
３
月
17
日（
日
）

□申・
□問　

放
送
大
学
宮
城
学

習
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
２

－

２
２
４－

０
６
５
１

□問　
市
生
涯
学
習
課

　
（
内
線
５
０
５
３
）

　
震
災
遺
構
と
し
て
保
存
す
る

旧
大
川
小
学
校
の
基
本
設
計
案

に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。

と
き　
１
月
20
日（
日
）

　
午
後
６
時
開
会

と
こ
ろ　
河
北
総
合
セ
ン
タ
ー

「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」

対
象　
市
内
在
住
の
方

□問　
震
災
伝
承
推
進
室

　
（
内
線
４
２
５
４
）

で
、各
種
相
続
手
続
き
で
戸
籍

謄
本
の
束
を
何
度
も
出
し
直
す

必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。ま
た
、

手
数
料
も
無
料
で
、複
数
あ
る

相
続
手
続
き
が
同
時
に
進
め
ら

れ
る
な
ど
、と
て
も
便
利
で
お

得
な
制
度
で
す
。

　

発
行
に
必
要
な
書
類
な
ど

は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
電

話
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
相
続
手
続
き
で
必
要
と
な
る

書
類
は
、各
機
関
で
異
な
り

ま
す
の
で
、必
要
な
書
類
は

提
出
先
と
な
る
各
機
関
に
ご

照
会
く
だ
さ
い
。

□問　
仙
台
法
務
局
石
巻
支
局

　
☎
２
２－

６
１
８
８

　

不
動
産（
土
地・
建
物
）の
相

続
登
記
は
、所
在
地
を
管
轄
す

る
法
務
局
に
直
接
申
請
が
必
要

で
す
。

　
相
続
登
記
を
し
な
い
ま
ま
で

い
る
と
、更
に
２
次
３
次
の
相

続
が
発
生
し
、手
続
き
が
難
し

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ま

た
、災
害
復
旧
な
ど
の
緊
急
性

の
あ
る
公
共
事
業
の
遅
れ
に
つ

な
が
り
ま
す
。ト
ラ
ブ
ル
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、早
め
の

相
続
登
記
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
仙
台
法
務
局
へ
の
相
談
は
、

要
電
話
予
約

□申・□問　
仙
台
法
務
局
石
巻
支
局

☎
２
２

－

６
１
８
８

□問　
宮
城
県
司
法
書
士
会

☎
０
１
２
０－

２
１
６－

８
７

０相
談
専
用
電
話

☎
０
２
２－

２
２
１－

６
８
７

０※
午
後
１
時
～
８
時（
土
日・

祝
日
を
除
く
）

　

高
校・
大
学
な
ど
に
入
学
時

や
在
学
中
に
か
か
る
費
用
を

対
象
と
し
た
公
的
な
融
資
制

度
で
す
。子
ど
も
一
人
に
つ
き

３
５
０
万
円
以
内
を
、固
定
金

利（
年
１・78
％
※
平
成
30
年
11

月
12
日
現
在
）で
利
用
で
き
、在

学
期
間
内
は
利
息
の
み
の
返
済

も
可
能
で
す
。

　
詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー

ン
」（
日
本
政
策
金
融
公
庫
）で

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

□申

・

□問　
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル

　
セ
ン
タ
ー 

☎ 

０
５
７
０－

０

　

０
８
６
５
６（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
）ま
た
は
０
３－

５
３
２
１

－

８
６
５
６

□問　
市
学
校
教
育
課

（
内
線
５
０
２
８
）

　
市
役
所
１
階
に
設
置
し
て
い

る
証
明
書
自
動
交
付
機
は
１
月

末
に
サ
ー
ビ
ス
を
終
了
し
ま

す
。

　

印
鑑
登
録
証
は
、窓
口
で
印

鑑
登
録
証
明
書
を
申
請
す
る
際

に
必
要
で
す
の
で
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

□問　
市
民
課（
内
線
２
３
１
９
）

　
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
の
証
明
書

交
付
業
務
を
停
止
し
ま
す
。

と
き

 

・ 

１
月
21
日（
月
）～
27
日（
日
）

終
日

　
戸
籍
の
附
票
の
写
し

 

・ 

１
月
23
日（
水
）午
後
５
時
30

分
～
９
時
30
分

　
戸
籍
事
項
証
明
書

 

・ 

１
月
26
日（
土
）・
27
日（
日
）

終
日

　

住
民
票
の
写
し・
印
鑑
証
明

書・課
税（
非
課
税
）証
明
書・

戸
籍
事
項
証
明
書

※
各
種
証
明
書
が
必
要
な
方

は
、直
接
窓
口
に
て
取
得
し

て
く
だ
さ
い
。

□問　
市
民
課（
内
線
２
３
１
３
）

と
き　
２
月
28
日（
木
）ま
で
利

用
休
止（
予
定
）

内
容　
工
期
延
長
の
た
め
、当

初
予
定
し
て
い
ま
し
た
利
用

休
止
期
間
を
延
長
し
ま
す
。

な
お
、利
用
再
開
は
平
成
31

年
３
月
１
日（
金
）を
予
定
し

て
い
ま
す
。

□問　
体
育
振
興
課

　
☎
２
５－

６
４
７
１

　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

２
５－

６
４
７
３

　
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ・パ
ー
ト

ナ
ー
の
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
施
設　
ス
ポ
ー
ツ
施
設・

文
化
施
設・公
園
な
ど

※
市
庁
舎
な
ど
一
部
対
象
外
の

施
設
が
あ
り
ま
す
。

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
期
間　
原

則
と
し
て
、３
年
以
上

応
募
方
法　
施
設
に
よ
り
導
入

条
件
が
あ
る
た
め
必
ず
事
前

相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
い
内
容
は
、ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
行
政
経
営
課

　
（
内
線
５
２
１
３
）

　
地
域
資
源
活
用
や
地
域
活
性

化
に
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
ビ

ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
中
か
ら
、各

部
門
の
入
賞
者
を
発
表・
表
彰

し
ま
す
。

と
き　
１
月
27
日（
日
）

午
後
１
時
30
分（
受
付
開
始

午
後
１
時
）

と
こ
ろ　
か
わ
ま
ち
交
流
セ
ン

タ
ー

内
容　
受
賞
者
に
よ
る
ビ
ジ
ネ

　
１
月
１
日（
火･

祝
）現
在
、居

住
用
に
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地

（
住
宅
用
地
）は
、固
定
資
産
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象

 

・ 

平
成
30
年
に
住
宅
を
新
築・

増
築
し
た
方

 

・ 

住
宅
を
建
て
替
え
し
た
方

（
建
替
特
例
用
）

 

・ 

建
物
の
用
途
を
住
宅
に
変
更

し
た
方

※
家
屋
の
新・
増
築
調
査
済
み

の
方
は
、申
告
は
不
要
で
す
。

申
告
内
容　
住
宅
の
所
在
地・

地
番
、所
有
者
の
住
所・氏
名

申
告
期
限　
１
月
31
日（
木
）

申
告
方
法　
印
鑑
を
持
参
し
、

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
資
産
税
課

　
（
内
線
３
１
２
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

　
全
国
の
登
記
所（
法
務
局
）で

は
、法
定
相
続
人
が
誰
で
あ
る

の
か
を
登
記
官
が
証
明
す
る

「
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
」を

取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

新
築・増
築
し
た
方

住
宅
用
地
の
申
告
を

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度

が
便
利
で
お
得
で
す
�

「
未
来
に
つ
な
ぐ
相
続
登
記
」

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
？

国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
ご
案
内

放
送
大
学
入
学
生
を
募
集

証
明
書
自
動
交
付
機
の

利
用
に
か
か
る
お
知
ら
せ

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を

一
時
停
止
し
ま
す

山
下
屋
内
運
動
場
改
修
工
事

期
間
延
長
に
伴
う
利
用
休
止

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ・

パ
ー
ト
ナ
ー
募
集
中

第
４
回
石
巻
市
創
業
ビ
ジ

ネ
ス
グ
ラ
ン
プ
リ
表
彰
式

震
災
遺
構
整
備
に
関
す
る

住
民
説
明
会


